
鉄軌道：43（83）  ガス：11（33）  電気事業：17（32）  道路：6（9）  電気通信：17（44）  
天然ガス：5（18）  水道・工業用水道：1（8）  索道（搬器除く）：（2）  送水管：（4） 
原料運搬：（2）  その他：29（113） 

総務大臣（知事）配分制度について  

総務大臣配分資産 
＜関係市町村が２以上の都道府県に係る資産＞ 

※ H26.3現在  
※ （  ）内は知事配分に係る件数で外数  
※ 船舶及び航空機は隻数及び機数であり、ガス、天然ガス、水道・工業用水道及びその他の知事配分資産は延べ所有者数、 
  これら以外は実所有者数 

関 係 市 町 村 

価格等を決定・通知 

船舶：1,386（206）  航空機：583（7）  車両：67（79）  索道（搬器）：（2）  

 移動性・可動性償却資産（法第389条第１項第１号） 

全体を一の資産として評価すべき資産（同項第２号） 

知 事 配 分 資 産  
＜関係市町村が１の都道府県のみに係る資産＞ 

総務大臣が対象資産を指定（告示） 

＜制度イメージ＞ 

 固定資産税は市町村税であるので、本来その価格の決定から賦課徴収に至るまで、当該固定資産が所在する市町村
においてこれを行うことが原則。 しかしながら、 
  ① 船舶や航空機などで、その使用の実態が一市町村内に定置するにとどまらず、複数の市町村にわたるもの、 
  ② 鉄軌道、発送電施設など２以上の市町村にわたって所在する固定資産でその全体を一の固定資産として評価し

なければ適正な評価ができないと認められるもの 
については、都道府県知事又は総務大臣がその価格等を決定してこれを関係市町村に配分し、市町村はその配分を受
けた価格等によって固定資産税を賦課徴収することとしている。    
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※ 配分方法は、「地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固
定資産の価格の配分に関する規則（昭和28年総理府令第91号）」に規定  

※ その他の償却資産についても、上記の配分方法に準じてあん分  

総務大臣（知事）配分資産の価格等の配分方法の概要について 

船  舶 

航  空  機 

鉄 軌 道 用 車 両 

鉄軌道用償却資産（線路設備等） 

電気事業道用償却資産（送配電線設備等） 

入港回数によりあん分 

・価格の1/2･･･寄航する飛行場に均分 
・価格の1/2･･･寄航回数によりあん分 

・価格の1/2･･･線路の長さによりあん分 
・価格の1/2･･･走行キロ数によりあん分 

線路の長さによりあん分 

支持物（電柱など）の基数、電線の長さ 
などによりあん分 

 ＜資産の種類＞  ＜配分方法＞ 

ガス事業用償却資産（導管等） 導管の長さなどによりあん分 

電気通信事業用償却資産（通信ケーブル等） 支持物（電柱など）の基数、ケーブルの 
長さなどによりあん分 
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総務大臣（知事）配分資産の指定、総務大臣配分資産の価格等の決定に係るフロー 

※ 知事配分資産については、総務大臣の指定後、各都道 
  府県において、価格等の決定に係る事務処理を実施 

 1月31日まで 
総務大臣配分資産に指定された償却資産に
係る申告書の提出【法394】 

所有者 

12月中旬 
総務大臣（知事）配分 
資産の指定【法389①】 

総務大臣 
地方財政審議会 
【法389⑥Ⅰ】 

決定した価格等の通知【法393・389①】 

価格等の決定及び配分
【法389①】 

所有者 市町村長 

配分された価格等の課税台帳への登録【法389②】 

納税通知書の送付【法362・364】 

 1月中旬 総務大臣（知事）配分資産の指定に係る告示 
（官報掲載）【則15の6④】 

指定に必要な情報収集 
（船舶・航空機の新規登録状況・都道府県への確認等） 

総務大臣 

 3月31日まで 

総務大臣 地方財政審議会 
【法389⑥Ⅱ】 

 4月中 

市町村長 

所有者 



（参考）  地方税法（昭和 25 年法律第 226 号） ―抄― 

（道府県知事又は総務大臣の評価の権限等） 

第三百八十九条  道府県知事（次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道

府県に係るときは、総務大臣とする。以下この条において同じ。）は、次に掲げる

固定資産について、前条第一項の固定資産評価基準によつて、第四百九条第一項か

ら第三項までの規定の例によつて評価を行つた後、総務省令の定めるところによつ

て、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び第三百四十九

条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける固定資産についてはそ

の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額（以下固定資産税につい

て「価格等」という。）を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年三

月三十一日までに当該市町村の長に通知しなければならない。 ただし、災害その

他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に通知することができる。 

一  総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で

二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち総務大臣が指定するもの 

二  鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は二

以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評

価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定す

るもの 

２  市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該市

町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならな

い。  

３  前項の場合において、第一項第一号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受け

た市町村長は、当該償却資産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたと

きは、新たに第三百八十一条第五項に規定する登録事項を登録しなければならな

い。  

４  市町村長は、第一項の規定によつて道府県知事がした価格等の配分が当該市町村

に著しく不利益であると認める場合においては、道府県知事に対して、事由を具

してその配分の調整を申し出ることができる。  

５  道府県知事は、第四百九条第一項から第三項までの規定による市町村における

固定資産の評価が前条第一項の固定資産評価基準によつて行われていないと認め

る場合においては、第一項の規定によつて当該市町村に配分される当該固定資産

の価格等について必要な調整を加えることができる。  

６  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければなら

ない。  

一  第一項第一号又は第二号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。
  

二  第一項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。  

三  第四項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。  

四  前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。  



 

（異議申立ての手続における地方財政審議会の意見の聴取）  

第三百九十条 総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配

分についての異議申立てに対する決定をしようとするときは、地方財政審議会の意

見を聴かなければならない。  

（道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知） 

第三百九十三条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定によつて、

固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、その 価格等を当該固定

資産の所有者に通知しなければならない。 

（道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告） 

第三百九十四条 第三百八十九条第一項の規定によつて 道府県知事又は総務大臣が

評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定

めるところによつて、毎年一月一日現在における当該固定資産について、固定資産

課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産

の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなけ

ればならない。  

（道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する異議申

立てに対する決定の通知） 

第三百九十九条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価

格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合においては、そ

の 決定をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならな

い。 

（固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は

修正等）  

第四百十七条   

１ 略 

２ 道府県知事又は 総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による通知をした後

において固定資産の価格等の決定がなされていないこと又は決定された価格等に

重大な錯誤があることを発見した場合 においては、直ちに、類似の固定資産の価

格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正 すると

ともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、

及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資

産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合

においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有

者に通知しなければならない。  

３ 第三百八十九条第二項から第五項まで及び同条第六項（第一号に係る部分を除

く。）の規定は、前項の場合に準用 する。  

４ 第三百九十条の規定は総務大臣が第二項の規定による価格等の決定又は配分に

ついての異議申立てに対する決定をしようとする場合に、第三百九十九条の規定は



道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の決定又は配分についての異

議申立てに対する決定をした場合に準用する。  
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